
















橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事などを行う作業者に

剥離剤による中毒が多発しています！
～ ラベル・SDS（安全データシート）を確認し、適切な対策を ～

剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物（ジクロロメタン、ベンジル

アルコールなど）を吸い込み、意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。

法令で規制されていない物質でも、人体に有害なもの（中枢神経への毒性だけでなく、発

がん性、生殖毒性を有するもの、化学火傷を生ずるものなど）もありますので、剥離剤を使

用する場合は、以下の対策を講じるようにしましょう。

① ラベル・SDSの入手・確認
● 使用する剥離剤の容器に表示されているラベル、添付されているSDSを確認※

※特に危険有害情報、取扱いおよび保管上の注意、ばく露防止および保護措置を確認

● SDSが添付されていない場合は、販売店舗またはメーカーから取り寄せる

● SDSを入手できない製品の使用は避ける

② SDSの情報に基づいてばく露防止措置を実施
● SDSに記載されているばく露防止および保護措置を確実に実施

● SDSを入手できない製品をやむを得ず使用する場合は、有害物が含まれているものとみなして適切な呼吸

用保護具、保護眼鏡、不浸透性の保護手袋・保護衣などを使用
防毒マスクを使用していても、吸収缶が破過して中毒となっている事案が発生しています！

● 作業場所をビニルシートなどで覆って通風が不十分な場合は、排気装置を設けるなど、作業場所の有害物

の濃度を低減させる対策を実施

剥離剤に含まれる主な物質の有害性とばく露防止対策

（注）他にも様々な有害物が含まれているので、以下の物質を含まない場合も対策は必要です

ベンジルアルコール ※リスクアセスメント対象物質 ジクロロメタン ※特定化学物質

有
害
性

主
な
対
策

・中枢神経系、腎臓に障害
・強い眼刺激
・眠気またはめまいのおそれ
・飲み込むまたは皮膚に接触すると有害

・発がんのおそれ
・中枢神経系、呼吸器、肝臓、生殖器に障害
・強い眼刺激、皮膚刺激
・眠気またはめまいのおそれ
・吸入すると有害

・剥離剤の吹き付け等では送気マスクを使用
・かき落とし作業では送気マスク又は防じん機
能を有する防毒マスクを使用（吸収缶の破
過に注意）
・保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、
保護長靴の使用
・作業場所の通風が不十分な場合の排気装
置の設置など

注意

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 （R3.7）

・剥離剤の吹き付け等では送気マスク又は防
毒マスクを使用（吸収缶の破過に注意）
・かき落とし作業では送気マスク又は防じん機
能を有する防毒マスクを使用（吸収缶の破
過に注意）
・保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、
保護長靴の使用
・作業場所の通風が不十分な場合の排気装置
の設置など



別添 

 

令和２年８月17日付け基安化発0817第１号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」新旧対照表 

 

改正後 改正前 

基安化発0817第１号 

令和２年８月17日 
一部改正 基安化発1019第１号                           

令和２年10月19日 
一部改正 基安化発0705第１号                           

令和３年７月５日 
 

 
関係団体の長 殿 

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部  
化学物質対策課長 
( 公 印 省 略 )  

 
 

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について 
 
 

 （略） 
 このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の
事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する
作業において講ずべき措置などについて、下記のとおりまとめま
したので、貴団体におかれましては、下記の事項を傘下の会員事業
場等に対して周知いただきますとともに、法令で規制されている

基安化発0817第１号 

令和２年８月17日 
一部改正 基安化発1019第１号                           

令和２年10月19日 
 

 
 
 
関係団体の長 殿 

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部  
化学物質対策課長 
( 公 印 省 略 )  

 
 

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について 
 
 

 （略） 
 このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の
事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する
作業において講ずべき措置などについて、下記のとおりまとめま
したので、貴団体におかれましては、下記の事項を傘下の会員事業
場等に対して周知いただきますとともに、法令で規制されている



か否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使
用について注意喚起をしていただきますようよろしくお願い申し
上げます。 
なお、ベンジルアルコールは令和３年１月１日からラベル表示・

SDS（安全データシート。化学物質の危険有害性、取扱い上の注意
などが記載された文書。）交付及びリスクアセスメントの実施の対
象となっていることにご留意ください。 

また、周知用のパンフレットも同封いたしますので、周知にあた
りご活用下さい。 

 
             記 
１ （略） 
２ （略） 
（１）ラベル・SDSの入手・確認 
  ○ 剥離剤を使用する場合は、必ず添付されているSDSに記

載されている事項（特に危険有害情報、取扱い及び保管上の

注意、ばく露防止及び保護措置）を確認すること。 
  （略） 
 
 
（２）ばく露防止のための措置 

（略） 
  ○ 塗料の剥離やかき落とし作業については、 

（中略） 

   ・ 平成26年５月30日付け基安化発0530第１号「鉛等有害
物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働
者の健康障害防止について」において、「剥離等作業は必
ず湿潤化して行うこと。湿潤化が著しく困難な場合は、当
該作業環境内で湿潤化した場合と同等程度の粉じん濃度
まで低減させる方策を講じた上で作業を実施すること。」 

か否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使
用について注意喚起をしていただきますようよろしくお願い申し
上げます。 
なお、周知用のパンフレットの改正版も同封いたしますので、周

知にあたりご活用下さい。 
 
 

 
 
 
             記 
１ （略） 
２ （略） 
（１）ラベル・SDSの入手・確認 
  ○ 剥離剤を使用する場合は、必ず添付されているSDS（安全

データシート。化学物質の危険有害性、取扱い上の注意など

が記載された文書。）に記載されている事項（特に危険有害
情報、取扱い及び保管上の注意、ばく露防止及び保護措置）
を確認すること。 

  （略） 
（２）ばく露防止のための措置 

（略） 
  ○ 塗料の剥離やかき落とし作業については、 

（中略） 

   ・ 平成26年５月30日付け基安化発0530第１号「鉛等有害
物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働
者の健康障害防止について」において、「剥離等作業は必
ず湿潤化して行うこと。湿潤化が著しく困難な場合は、当
該作業環境内で湿潤化した場合と同等程度の粉じん濃度
まで低減させる方策を講じた上で作業を実施すること。」 



   とされているところであるが、剥離剤を吹き付けること等
により、労働者が高濃度で剥離剤にばく露するおそれがあ
る場合も、鉛中毒予防規則第40条第１号の「著しく困難な場
合」に該当することとし、サンドブラスト工法又は照射部分
にカバーが付いたパルスレーザー照射機器と日本産業規格
Z8122に定めるHEPAフィルタ付きの粉じんを吸引する機
器を統合した処理方法（以下「パルスレーザー工法」とい

う。）を用いることが可能であること。ただし、サンドブラ
スト工法を用いる場合においては、可能な限り発生する粉
じん量が少ない工法を選択することとし、労働者には有効
な呼吸用保護具として送気マスクを使用させること。パル
スレーザー工法を用いる場合においては、労働者には有効
な呼吸用保護具として送気マスク又は全面形面体を有する
防毒電動ファン付き呼吸用保護具を使用させるとともに、
作業時に有害光線にばく露するおそれがあることから、呼
吸用保護具の他、眼球や皮膚へのばく露による健康障害を

防止するため、労働者に保護眼鏡等を使用させること。ま
た、パルスレーザー工法を導入するに当たっては、メーカー
の取扱説明書等を踏まえた作業手順を定め、安全衛生教育
等の実施により、当該手順に基づく作業が行われるよう労
働者に徹底すること。 

    なお、呼吸用保護具については、付着した塗料等が口や手
に付かないよう、汚れを取り除く等により適切に管理する
こと。 

 
３ 剥離剤に使用される主な化学物質の危険有害性及び取扱い上
の注意事項 

（１）ベンジルアルコール 
   上記１（２）の事例の原因物質であるベンジルアルコール

は、いわゆる水系又はアルコール系剥離剤に使用されている

   とされているところであるが、剥離剤を吹き付けること等
により、労働者が高濃度で剥離剤にばく露するおそれがあ
る場合も、鉛中毒予防規則第40条第１号の「著しく困難な場
合」に該当することとし、サンドブラスト工法を用いること
が可能であること。ただし、この場合においては、可能な限
り発生する粉じん量が少ない工法を選択することとし、労
働者には有効な呼吸用保護具として送気マスクを使用させ

ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 剥離剤に使用される主な化学物質の危険有害性及び取扱い上
の注意事項 

（１）ベンジルアルコール 
   上記１（２）の事例の原因物質であるベンジルアルコール

は、いわゆる水系又はアアルコール系剥離剤に使用されてい



化学物質である。以下アのとおり、強い有害性があり、労働安
全衛生法において、譲渡・提供時のラベル表示及びSDS交付、
取扱い作業等におけるリスクアセスメントの実施が義務付け
られている。これらを踏まえ、使用する際には、健康障害を防
ぐために以下イの措置を講じる必要がある。 

  ア （略） 
  イ ベンジルアルコールを含有する剥離剤の取扱い作業にお

いて講ずべき措置 
   ①～⑧ （略） 
   ⑨ SDS等の情報を基に、ベンジルアルコールを含有する

剥離剤の取扱い作業についてのリスクアセスメントを実
施し、リスクアセスメントの結果の労働者への周知、
リスク低減措置を実施すること。 

（２）ジクロロメタン 
   （略） 
  ア （略） 

  イ ジクロロメタンを含有する剥離剤の取扱い作業にお
いて講ずべき措置  

    剥離剤にジクロロメタンが１％を超えて含有されて
いる場合は、以下の措置を講じること（②、③、⑤、⑥
及び⑨から⑫までは特化則に基づく義務（罰則あ
り）。）。  

   （略） 
 

る化学物質である。特化則等の規制対象とはなっていないが、
以下アのとおり、強い有害性があることから、使用する際に
は、健康障害を防ぐために以下イの措置を講じる必要がある。 

 
 
  ア （略） 
  イ ベンジルアルコールを含有する剥離剤の取扱い作業にお

いて講ずべき措置 
   ①～⑧ （略） 
   （新設） 
 
 
 
（２）ジクロロメタン 
   （略） 
  ア （略） 

  イ ジクロロメタンを含有する剥離剤の取扱い作業にお
いて講ずべき措置  

    剥離剤にジクロロメタンが１％以上含有されている
場合は、以下の措置を講じること（②、③、⑤、⑥及び
⑨から⑫までは特化則に基づく義務（罰則あり）。）。 

   （略） 
 

 


